
制度の対象

✔分譲又は注文住宅を供給するハウスメーカー等の事業者

✔年間の都内供給延床面積の合計２万㎡以上

・個人（個別の建物ごと）への義務付けではなく、
一定規模以上の事業者が対象

※国の「住宅トップランナー制度」の対象
と概ね一致

目標達成に向け、最小限の対象規模で一定の効果を得られるよう設定

かつ

●太陽光発電設備の設置を求める対象や義務の考え方等を環境審議会が中間答申（令和4年5月24日）

●義務化の対象を一定の効果を得られる最小限の規模に絞り込んだ上で、

設置実態や地域特性等に即した義務量とするとともに、事業者の弾力的な対応を可能とする仕組みを検討

環境確保条例改正「中間のまとめ」のポイント（太陽光発電設備関連）

都内大手住宅メーカー約50社が対象の見込み、都内年間着工4.5万件のうち半数程度に相当

義務の考え方

✔事業者単位で総量として設定

(例）年間供給棟数×85％(設置可能率)×２kW/棟(義務量)

✔区域ごとに設置可能率を設定（島しょ地域は除外を検討)

✔初期費用を軽減するリース等も義務履行の対象

・設置住宅の裁量あり、柔軟に義務履行ができ
る仕組み

・日当たり確保、日影規制等の影響も考慮
・民間事業者が提供する初期費用軽減策の活用
も認める

※設置可能率、義務量等は今後専門家で検討

事業者単位で総量として設置義務量を課し、事業者が柔軟に義務履行ができる仕組み

その他

・国制度を参考とした合理的な制度運用、事業者の積極的な取組へのインセンティブ付与、
不十分な取組への事業者名公表、パネルのリサイクル等についても検討

・関係団体等との連携、都民への分かりやすい普及啓発やサポートを実施
・補助施策を拡充し、義務化に向けて飛躍的な設置加速の道筋をつけていく

施策の履行を確実なものとする方策や、関係団体と連携した普及啓発等を実施



参考資料＜新制度のイメージ＞

＜義務量達成のイメージ＞（都内で年間に供給する住宅等の棟数が500棟の例）

【区域ごとに応じた設置可能率を設定】

事業者単位で総量として義務量を設定（A事業者の例）

（例）500棟×85％(設置可能率)×２kW/棟(義務量/棟)＝850kW：義務量

✓ 建築主の意向も配慮可能 ✓ 日照条件等を考慮

＜初期費用を軽減する手法＞
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新たな制度に関連したよくあるご質問

環境局ホームページ（太陽光ポータル）
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate

/solar_portal/index.html

【主なコンテンツ】

✔ 太陽光発電の仕組み ✔ 導入による効果
✔ 安全・安心な導入 ✔ 維持・管理
✔ 3R・適正処理

✔ ユーザーの声 ✔ 東京都の助成事業

✔ 制度改正に関する情報 ✔ よくあるご質問
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太陽光発電設備の設置による効果（※）


